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ウ
ク
ラ
イ
ナ
情
勢
に
係
る
駐
ウ
ク
ラ
イ
ナ
日
本
国
特
命
全
権
大
使
の
発
言
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
三
月
六
日
付
産
経
新
聞
に
、
「
『
露
は
世
界
の
安
保
秩
序
揺
る
が
す
』
」
と
の
見
出
し
で
、
坂
田
東
一
駐
ウ
ク
ラ
イ
ナ

日
本
国
特
命
全
権
大
使
の
発
言
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
右
記
事
（
以
下
、
「
産
経
記
事
」
と
す
る
。
）
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問

す
る
。

一

一
般
に
、
我
が
国
の
特
命
全
権
大
使
が
、
政
府
、
外
務
省
の
公
式
見
解
と
反
す
る
内
容
の
発
言
を
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る

か
。
許
さ
れ
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
か
説
明
さ
れ
た
い
。

二

政
府
、
特
に
外
務
省
と
し
て
「
産
経
記
事
」
を
承
知
し
、
そ
の
内
容
を
把
握
し
て
い
る
か
。

三

「
産
経
記
事
」
に
よ
る
と
、
坂
田
大
使
は
本
年
三
月
五
日
に
産
経
新
聞
と
会
見
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
右
会
見

に
つ
き
、
政
府
、
特
に
外
務
省
と
し
て
坂
田
大
使
よ
り
事
前
に
報
告
を
受
け
て
い
た
か
。
ま
た
、
同
省
よ
り
右
会
見
に
際
し

て
の
対
外
応
答
要
領
は
作
成
さ
れ
、
そ
れ
は
坂
田
大
使
に
渡
さ
れ
て
い
た
か
。

四

坂
田
大
使
は
「
産
経
記
事
」
の
中
で
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
情
勢
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
現
在
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
情
勢
に
対
す
る

政
府
、
特
に
外
務
省
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

五

「
産
経
記
事
」
の
中
に
は
、
「
国
際
的
な
約
束
を
破
り
、
世
界
の
安
保
秩
序
を
脅
か
し
て
い
る
」
と
の
、
ロ
シ
ア
に
関
す

一



る
坂
田
大
使
の
発
言
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
右
は
、
政
府
、
外
務
省
と
し
て
の
公
式
見
解
で
あ
る
か
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
情
勢
に

関
連
し
、
ロ
シ
ア
は
国
際
的
な
約
束
を
破
り
、
世
界
の
安
保
秩
序
を
脅
か
し
て
い
る
と
、
政
府
、
外
務
省
は
認
識
を
し
て
い

る
の
か
。

六

「
産
経
記
事
」
の
中
に
は
、
「
日
本
は
親
欧
米
路
線
に
か
じ
を
切
っ
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
改
革
を
支
援
す
べ
き
」
と
坂
田
大

使
が
述
べ
た
旨
の
記
述
が
あ
る
。
右
は
、
政
府
、
外
務
省
と
し
て
の
公
式
見
解
で
あ
る
か
。
親
欧
米
路
線
に
か
じ
を
切
っ
た

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
改
革
を
支
援
す
べ
き
で
あ
る
と
、
政
府
、
外
務
省
と
し
て
認
識
し
て
い
る
か
。

七

「
産
経
記
事
」
に
は
、
「
坂
田
大
使
は
（
中
略
）
ヤ
ヌ
コ
ビ
ッ
チ
前
政
権
が
『
フ
ァ
ミ
リ
ー
』
と
呼
ば
れ
る
汚
職
ま
み
れ

の
一
族
寡
占
体
制
を
構
築
し
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
右
は
政
府
、
外
務
省
の
公
式
見
解
で
あ
る
か
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
ヤ
ヌ

コ
ビ
ッ
チ
政
権
が
汚
職
に
ま
み
れ
た
一
族
寡
占
体
制
を
構
築
し
て
い
た
と
、
政
府
、
外
務
省
は
認
識
し
て
い
る
か
。

八

ヤ
ヌ
コ
ビ
ッ
チ
政
権
が
腐
敗
政
治
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
か
。
現
政
権
も
ア
ン
チ
・
セ
ミ
テ
ィ
ズ
ム
（
反

ユ
ダ
ヤ
主
義
）
さ
ら
に
は
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
協
力
し
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
国
粋
主
義
、
バ
ン
デ
ラ
主
義
（
第
二
次
大
戦
中
ナ

チ
ス
ド
イ
ツ
に
協
力
し
た
ス
テ
パ
ン
・
バ
ン
デ
ラ
の
考
え
）
の
信
奉
者
ら
が
、
武
器
を
持
た
な
い
警
官
ら
に
対
し
火
炎
瓶
を

投
げ
付
け
治
安
維
持
部
隊
に
暴
力
を
ふ
る
い
銃
を
乱
射
し
政
権
を
奪
っ
て
い
る
。
現
在
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
政
府
に
は
危
険
な
民

二



族
排
外
主
義
的
傾
向
が
あ
る
が
、
そ
の
現
政
権
を
日
本
政
府
と
し
て
ど
う
評
価
す
る
か
。

九

「
産
経
記
事
」
に
は
、
「
坂
田
大
使
は
（
中
略
）
『
現
実
が
わ
か
ら
な
く
な
り
国
民
に
銃
を
向
け
た
こ
と
が
政
権
崩
壊
を

招
い
た
』
と
分
析
し
、
『
そ
の
責
任
は
（
前
政
権
の
）
政
治
に
あ
る
』
と
断
定
し
た
」
と
の
記
述
が
あ
る
が
、
右
は
政
府
、

外
務
省
の
公
式
見
解
で
あ
る
か
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
ヤ
ヌ
コ
ビ
ッ
チ
政
権
は
現
実
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
国
民

に
銃
を
向
け
た
こ
と
で
崩
壊
し
た
と
、
政
府
、
外
務
省
は
認
識
し
て
い
る
か
。

十

「
産
経
記
事
」
に
は
、
坂
田
大
使
が
「
ロ
シ
ア
に
つ
い
て
は
『
ロ
シ
ア
系
住
民
保
護
に
し
て
も
ま
ず
は
外
交
で
解
決
を
目

指
す
べ
き
で
、
そ
れ
を
や
ら
ず
し
て
い
き
な
り
軍
に
よ
る
圧
力
を
強
め
る
と
い
う
常
識
を
超
え
た
行
動
は
理
由
が
何
で
あ

れ
、
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
』
と
言
明
」
と
の
記
述
が
あ
る
が
、
右
は
政
府
、
外
務
省
の
公
式
見
解
で
あ
る
か
。
今
回

の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
情
勢
に
関
し
、
ロ
シ
ア
が
ロ
シ
ア
系
住
民
を
保
護
す
る
た
め
、
外
交
で
の
解
決
を
目
指
す
こ
と
な
く
、
い
き

な
り
軍
に
よ
る
圧
力
を
強
め
た
と
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
行
為
は
常
識
を
超
え
た
も
の
で
あ
っ
た
と
、
政
府
、
外
務
省
は
認
識

し
て
い
る
の
か
。

十
一

「
産
経
記
事
」
に
は
、
坂
田
大
使
が
「
独
立
後
わ
ず
か
二
十
二
年
し
か
た
っ
て
い
な
い
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
領
土
保
全
の
重

要
性
を
力
説
し
、
『
日
本
は
、
独
立
し
た
司
法
や
検
察
の
あ
り
方
、
汚
職
を
防
ぐ
政
治
シ
ス
テ
ム
構
築
な
ど
の
抜
本
的
な
改

三



革
で
協
力
す
べ
き
だ
』
と
語
っ
た
」
と
の
記
述
が
あ
る
が
、
右
は
政
府
、
外
務
省
の
公
式
見
解
で
あ
る
か
。
政
府
、
外
務
省

と
し
て
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
領
土
を
保
全
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
我
が
国
と
し
て
独
立
し
た
司
法
や
検
察
の
あ
り
方
、
汚

職
を
防
ぐ
政
治
シ
ス
テ
ム
の
構
築
等
の
改
革
で
協
力
す
べ
き
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
か
。

十
二

「
産
経
記
事
」
に
書
か
れ
て
い
る
坂
田
大
使
の
一
連
の
発
言
は
適
切
で
あ
る
か
。
政
府
、
外
務
省
と
し
て
、
一
連
の
発

言
に
関
し
、
坂
田
大
使
に
何
ら
か
の
意
見
を
伝
え
て
い
る
か
。

右
質
問
す
る
。

四


